
令和元年度〔第１四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
教育委員会

（注）※１、※２の説明

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（東近江地域）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和14年3月31日 大阪ガスファイナンス
株式会社

26,383,968 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（湖東地域）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和14年3月31日 アケボノ特機・コウラ共
同企業体

96,876,000 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（湖北地域）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和14年3月31日 アケボノ特機・コウラ共
同企業体

90,504,000 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 県立学校機械警備業
務委託

県立学校の機械警備
業務

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 セコム㈱ 13,403,076 警報機器が業者により異なるため、業者を変更
すると、新たな機器設置および機器撤去が必要
となることから高額な費用が必要となるため。

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（大津地域）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

平成31年4月15日 ～ 令和14年3月31日 大﨑・マルイチ共同企
業体

18,277,920 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（高島地域）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

平成31年4月15日 ～ 令和14年3月31日 大﨑・マルイチ共同企
業体

17,970,120 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・東近江湖
東）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月15日 ～ 令和14年3月31日 株式会社関電Ｌ＆Ａ 350,284,500 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・大津①）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月26日 ～ 令和14年3月31日 ＮＴＴファイナンス株式
会社京都支店

241,759,080 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・大津②）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月26日 ～ 令和14年3月31日 ＮＴＴファイナンス株式
会社京都支店

370,640,340 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（甲賀地域）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月27日 ～ 令和14年3月31日 アアン・中島共同企業
体

287,000,000 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・南部）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月31日 ～ 令和14年3月31日 ＫＲ・Ｔ＆Ｄ共同企業体 405,600,000 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・甲賀）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月31日 ～ 令和14年3月31日 日立キャピタル株式会
社　法人事業本部　関
西法人支店

285,584,400 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・東近江
①）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月31日 ～ 令和14年3月31日 共有リース株式会社
滋賀営業所

497,345,400 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・東近江
②）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月31日 ～ 令和14年3月31日 日立キャピタル株式会
社　法人事業本部　関
西法人支店

316,553,400 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・湖北）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月31日 ～ 令和14年3月31日 平成３０年度滋賀県立
学校空調設備整備お
よびｻｰﾋﾞｽ提供業務共
同企業体

186,624,000 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

教育総務課 空調設備整備および
サービス提供業務委
託（追加分・高島）

空調設備整備とメンテ
ナンス業務

令和元年5月31日 ～ 令和14年3月31日 三菱電機クレジット-関
西空調-ＭＩＣ共同企業
体

263,958,150 空調設備導入にかかる前提条件の調査等を踏
まえた整備計画の検討（熱源や整備スケジュー
ル等）が必要であり、かつ、事業者の専門性を活
かす整備手法を採用する必要があることから、
発注時に仕様を確定することが困難であり、プロ
ポーザル方式により選定した相手方と契約した
ため。

＊債務負担行為を含む契約

2 4

特別支援教育
課

スクールバス運行管
理業務委託

県立特別支援学校１
校１１台のスクールバ
スの運行管理業務委
託

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 株式会社ジャパン・リ
リーフ関西滋賀支店

83,738,160 一般競争入札に付したが、予定価格超過のた
め、再度の入札に付しても落札者がいなかった
ため。

8



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

特別支援教育
課

スクールバス運行管
理業務委託

県立特別支援学校１
校６台のスクールバス
の運行管理業務委託

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 株式会社ジャパン・リ
リーフ関西滋賀支店

50,070,240 一般競争入札に付したが、予定価格超過のた
め、再度の入札に付しても落札者がいなかった
ため。

8

特別支援教育
課

スクールバス運行管
理業務委託

県立特別支援学校１
校１０台のスクールバ
スの運行管理業務委
託

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 株式会社ジャパン・リ
リーフ関西滋賀支店

78,480,000 一般競争入札に付したが、予定価格超過のた
め、再度の入札に付しても落札者がいなかった
ため。

8

文化財保護課 滋賀県埋蔵文化財セ
ンター管理運営委託

滋賀県埋蔵文化財セ
ンター管理運営業務

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

24,794,000 当該法人は、埋蔵文化財の保存・活用・調査・研
究・資料収集および整理・収蔵および保管・啓発
を所掌する機関であり、県下の歴史上、芸術上
または学術上価値の高い文化的所産の調査・研
究・保護・活用を目的に設立された団体である。
当該法人は、県が実施主体となる埋蔵文化財発
掘調査の大部分を受託しており、センターの業
務である発掘調査による出土遺物の保存・活用
において双方の機関の一体的な運営が効率的
であり、唯一本委託業務を行うことができる団体
であるため。

2 3イ

文化財保護課 滋賀県立琵琶湖文化
館管理運営委託

滋賀県立琵琶湖文化
館管理運営業務

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

21,711,000 当該法人は、滋賀県下の歴史上、芸術上または
学術上価値の高い文化的所産を調査・研究・保
護し、かつ活用を図り、文化的向上に資すること
を目的に設立された団体であり、滋賀県立琵琶
湖文化館、滋賀県埋蔵文化財センター、滋賀県
立安土城考古博物館などの文化財関係施設等
を管理してきた実績を有し、琵琶湖文化館の国
宝や重要文化財を含む収蔵状況を熟知している
職員は同協会に所属しており、管理運営を任せ
ることができる者が他に存在していないため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（蜂屋遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（蜂屋遺跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

96,316,000 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（播沢遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（播沢遺跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 25 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

17,281,000 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（比江遺跡・堂ノ
後遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（比江遺跡・
堂ノ後遺跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 25 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

6,378,900 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（塩津港遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（塩津港遺
跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

10,292,700 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（三津屋遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（三津屋遺
跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

15,068,900 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（中畑・古里遺跡
ほか）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（中畑・古里
遺跡ほか）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

7,318,300 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（塩津港遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（塩津港遺
跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

36,350,600 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（佐和山城遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（佐和山城
遺跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

92,764,100 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（辻遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（辻遺跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

86,590,900 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（松原内湖遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（松原内湖
遺跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

8,575,600 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ
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文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（上砥山遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（上砥山遺
跡）

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

49,736,500 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査
委託（矢倉川遺跡）

埋蔵文化財発掘調査
委託業務（矢倉川遺
跡）

令和元年5月13日 ～ 令 和 2 年 3 月 19 日 公益財団法人滋賀県
文化財保護協会

23,543,300 埋蔵文化財の価値には高い公共性があり、発掘
調査は公共機関もしくは公的機関が実施するこ
ととなっているが、県教委にはその体制がなく、
県下では当該法人が唯一この業務を行うことが
できる団体であるため。

2 3イ

文化財保護課 ポリ塩化ビフェニル廃
棄物（特別管理産業
廃棄物）処理委託

ポリ塩化ビフェニル廃
棄物（特別管理産業
廃棄物）処理委託業
務

令 和 元 年 6 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 中間貯蔵・環境安全事
業株式会社北九州
PCB処理事業所

15,804,404 環境省策定のＰＣＢ廃棄物処理基本計画によ
り、本県で保管している高濃度ＰＣＢ廃棄物につ
いては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九
州ＰＣＢ処理事業所で処理することとされている
ため。

2 3イ

草津養護学校 エレベータ保守点検業
務委託

エレベータ保守点検業
務委託

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 3 年 3 月 31 日 三菱電機ビルテクノ
サービス関西支社　滋
賀支店

6,793,632 同社が三菱エレベーター設備機器に精通してお
り、契約内容が設備の長寿命化と安全管理体制
を最重視し、修理費用等を委託料に含めて対応
できるフルメンテナンス方式を契約内容とするた
め。

＊長期継続契約

2 3イ

三雲養護学校 石部分教室給食給食
調理加工業務委託

石部分教室給食調理
加工業務（単価契約）

平 成 31 年 4 月 1 日 令 和 2 年 3 月 31 日 うを宗　廣岡　豪樹 5,745,600 再度の入札に付しても落札者がいなかったた
め。
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